
一
七

戦
国
期
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麹
専
売
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に
み
る
山
門
の
京
都
支
配

1973

は
じ
め
に

本
稿
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
都
市
京
都
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
、
山
門
と
北
野
社

膝
下
領
西
京
と
の
関
わ
り
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
世
の
京
都
支
配
に
お
け
る
山
門
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い

だ
ろ
う
。
と
く
に
北
野
社
と
膝
下
領
西
京
に
関
し
て
言
う
と
き
、
足
利
義
満
は
西
京

神
人
の
酒
麹
役
免
除
を
通
じ
て
北
野
社
社
家
松
梅
院
に
西
京
神
人
の
支
配
権
を
集
中

し
、「
麹
座
」
の
本
所
と
し
て
の
山
門
と
西
京
を
切
り
離
し
た
と
さ
れ
る①
。
三
枝
暁
子

氏
は
「
義
満
政
権
は
ま
た
、
京
都
の
商
人
に
対
す
る
山
門
の
支
配
権
を
整
理
し
、
酒

造
業
に
関
し
て
は
、「
東
京
」
の
酒
屋
を
山
門
が
、「
西
京
」
の
麹
業
者
を
北
野
社
が
、

幕
府
の
認
定
の
も
と
そ
れ
ぞ
れ
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た②
」
と
言
い
、
幕
府
の
都
市

民
支
配
政
策
は
諸
権
門
の
商
人
支
配
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。

以
上
の
先
行
研
究
の
成
果
に
学
ん
だ
上
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変

動
す
る
戦
国
期
京
都
の
情
勢
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
山
門
の
存
在
を
前
提
と
し
た
京

都
支
配
の
構
造
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
度
重
な
る
将

軍
の
京
都
不
在
、
為
政
の
所
在
の
不
定
、
あ
る
い
は
法
華
衆
と
山
門
と
の
長
き
に
わ

た
る
諍
い
が
起
こ
っ
て
い
た
状
況
下
で
、
そ
の
構
造
が
不
変
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
当
然
な
が
ら
、
山
門
と
北
野
社
と
の
本
末
関
係
は
戦
国
期
に

も
継
続
し
て
お
り
、
こ
の
本
末
関
係
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
明

ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、天
文
十
四
年
（
一
四
五
四
）
に
起
き

た
西
京
神
人
に
よ
る
酒
麹
専
売
訴
訟
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
訴
訟
の
一
連
の
動
き
で

は
、
山
門
西
塔
と
西
京
神
人
と
が
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
様
が
確
認
で
き
、
室
町
期

に
幕
府
が
志
向
し
た
「
山
門
と
西
京
と
の
分
断
」
状
態
は
維
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

応
仁
の
乱
後
の
馬
上
役
に
つ
い
て
検
討
し
た
下
坂
守
氏
は
、「
乱
後
、
袂
を
分
か
っ

た
幕
府
と
山
門
衆
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
京
都
の
「
諸
商
売
」
に
ど
の
よ
う
に
臨
み
、
ま
た

こ
れ
に
対
し
て
「
諸
商
売
」
側
が
ど
う
対
応
し
た
か
」
が
今
度
の
課
題
で
あ
る
と
し

て
い
る③
。
北
野
社
に
お
い
て
も
、
応
仁
の
乱
後
に
は
北
野
祭
の
退
転
が
起
こ
っ
て
お

り
、
西
京
神
人
は
祭
礼
役
を
負
担
す
る
以
外
の
姿
を
見
せ
て
い
く
。
三
枝
氏
は
こ
の

点
に
つ
い
て
、「
北
野
社
の
支
配
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
神
人
た
ち
独
自
の
動
き
が

あ
っ
た
」
と
し
て
い
る④
。

さ
て
、
天
文
十
四
年
に
酒
麹
専
売
の
相
論
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
件
に
つ
い
て
、
そ

の
事
実
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
来
た⑤
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
年
に
再
び
酒
麹
専
売

が
求
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
乱
後
増
加

す
る
俗
人
の
酒
屋
・
土
倉
が
往
々
に
し
て
法
華
宗
信
仰
を
持
ち
、
ま
た
法
華
衆
は
永

く
山
門
と
対
立
関
係
に
あ
っ
て
天
文
法
華
の
乱
が
惹
起
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
訴
訟
も
こ
れ
ら
の
相
克
の
中
で
解
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
近
年
の
天
文
法
華
の
乱
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
、
六
角

氏
の
立
ち
位
置
が
再
検
討
さ
れ
る
な
ど⑥
、
政
治
的
側
面
か
ら
も
解
明
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
本
稿
で
も
問
題
関
心
上
、
幕
府
や
六
角
の
意
図
を
踏
ま
え
て
検
討
す
べ
き
で

戦
国
期
酒
麹
専
売
訴
訟
に
み
る
山
門
の
京
都
支
配

│
西
京
神
人
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て

│
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一
八

1974

は
あ
る
が
、
敢
え
て
山
門
対
法
華
宗
と
い
う
宗
教
間
の
対
立
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
る

こ
と
に
よ
り
、
山
門
の
意
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
点

を
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

一　

室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
酒
麹
専
売
訴
訟

（
１
）
室
町
期
の
酒
麹
専
売
訴
訟
か
ら
文
安
の
麹
騒
動
へ

西
京
麹
座
神
人
（
以
下
、
西
京
神
人
）
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
小
野
晃
嗣
氏
や
網
野

善
彦
氏⑦
が
、
ま
た
近
年
で
は
三
枝
暁
子
氏
が
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と

く
に
室
町
期
北
野
社
の
酒
麹
専
売
に
関
し
て
は
、
北
野
麹
座
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
小
野
氏
の
論
稿
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る⑧
。
ま
た
太
田
順
三
氏
は

永
享
の
山
門
騒
乱
へ
と
至
る
過
程
と
し
て
北
野
社
の
麹
専
売
に
言
及
し⑨
、
清
水
克
行

氏
は
足
利
義
持
の
禁
酒
統
制
の
観
点
か
ら⑩
、
あ
る
い
は
正
長
の
徳
政
一
揆
前
段
の
解

明
を
目
指
す
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
る⑪
。
以
下
、
諸
氏
の
研
究
に
導
か
れ

つ
つ
、
そ
の
経
過
を
簡
単
に
追
う
こ
と
と
し
た
い
。

嘉
慶
元
年
（
一
三
八
七
）、
足
利
義
満
は
西
京
神
人
の
造
酒
正
か
ら
の
課
役
（
酒
麹

役
）
を
免
除
し
た
（
表
№
5
、
6
）。
そ
し
て
北
野
社
の
将
軍
家
御
師
で
あ
る
松
梅
院

禅
能
を
寵
愛
し
た
足
利
義
持⑫
は
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
九
月
十
二
日
、
西
京

神
人
の
酒
麹
専
売
を
認
め
る
下
知
状
を
発
給
し
た⑬
（
表
№
7
、
8
）。
こ
れ
を
受
け
て

山
門
は
三
塔
集
会
を
開
き
、
次
の
事
書
を
発
給
し
て
い
る
。

史
料
一　
「
社
家
条
々
抜
書
」（『
北
野
社
家
日
記
』
第
七
所
収
。
ル
ビ
は
省
略
し
た
）

　
　

一
、
応
永
廿
七
年
潤（

閏
）正

月
十
一
日
禅
師
彼
岸
三
塔
集
会
議
曰
、

早
可
下
為
二
寺
家
沙
汰
一
、
被
レ
触
中
申
北
野
社
務
辺
上
事
、

右
天
満
天
神
者
、
円
宗
愛
楽
之
神
明
山
門
崇
重
之
霊
神
也
、
然
間
日

吉
与
北
野
本
末
之
旧
好
異
二
于
他
一
、
山
門
与
洛
中
敬
信
尊
卑
超
レ
余
、

爰
酒
麹
事
聖
廟
垂
迹
已
前
被
レ
定
二
其
業
一
、
降
臨
已
後
殊
為
二
神
職
依

怙
一
、
而
頃頌

年
東
京
動
恣
二
私
曲
一
、
構
二
麹
室
一
之
間
、
神
祭
已
下
零

落
之
条
、
無
二
勿
体
一
之
次
第
也
、
幸
為
二　

公
方
一
任
二
旧
議
一
、
御
成

敗
之
処
、
万
一
為
二
山
門
一
得
二
非
拠
之
語
一
、
及
二
余
議
一
者
、
不
レ
可

レ
然
者
也
、
以
二
一
旦
依
怙
一
被
レ
悩
二
万
年
之
神（

宸
）襟

一
之
条
、
末
社
之
衰

微
也
、
本
山
争
不
レ
歎
レ
之
乎
、
仍
向
後
於
二
酒
麹
一
者
、
且
任
二　

公

方
御
成
敗
之
旨
一
、且
任
二
往
古
之
故
実
一
、専
二
西
京
麹
業
一
、被
レ
止
二

東
京
麹
室
一
之
上
者
、
堅
為
二
山
門
一
不
レ
可
レ
有
二
違
乱
之
煩
一
、
将
又

於
二
北
野
一
者
、自
二
往
古
一
被
レ
止
二
公
人
乱
入
一
之
旨
、被
レ
定
二
大
法
一

之
上
者
、
殊
就
二
此
事
篇
目
一
、
万
一
雖
レ
有
二
公
人
等
罷
向
事
一
、
為
二

社
中
一
堅
相
支
、
不
レ
可
レ
被
二
入
立
一
者
也
、
仍
為
二
後
証
一
、
加
二
使
節

暑（
署
）判

三
塔
之
連
暑（

署
）一

、
所
レ
触
二
送
社
家
一
之
状
如
レ
件
、（
以
下
署
判

省
略
）

右
の
事
書
に
よ
れ
ば
、
東
京
が
麹
室
を
構
え
て
い
る
こ
と
は
「
神
祭
已
下
零
落
」

で
あ
り
、「
末
社
之
衰
微
」
を
防
ぐ
た
め
、
本
山
と
し
て
の
山
門
が
西
京
の
酒
麹
専
売

を
認
め
た
。
後
の
山
門
の
動
き
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
時
点
で
の
山
門
は
、
幕
府
の

権
威
を
背
景
と
し
た
北
野
社
の
権
利
を
渋
々
認
め
た
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

義
持
の
下
知
を
受
け
、洛
中
の
酒
造
業
者
た
ち
は
請
文⑭
を
提
出
さ
せ
ら
れ
（
表
№
12

〜
63
）、
麹
室
が
次
々
と
破
却
さ
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
統
制
さ
れ
た
酒
造
業
者
の
数

は
三
四
二
軒
に
も
の
ぼ
っ
た⑮
。
こ
の
よ
う
な
義
持
の
強
行
的
な
ま
で
の
姿
勢
に
対
す

る
反
発
の
現
れ
と
な
っ
た
の
が
、
近
江
坂
本
馬
借
に
よ
る
松
梅
院
破
却
の
計
画
で
あ

る
。
坂
本
の
馬
借
一
党
は
松
梅
院
坊
の
破
却
を
目
指
し
て
京
都
へ
の
乱
入
を
企
て
て

い
た
。
そ
の
目
的
は
、
松
梅
院
主
禅
能
が
酒
屋
の
麹
業
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り

近
江
の
米
価
が
暴
落
し
た
こ
と
へ
の
対
抗
で
あ
っ
た⑯
。
そ
の
背
後
に
は
酒
屋
を
経
営

す
る
山
門
の
意
向
が
あ
っ
た
ら
し
く⑰
、義
持
死
去
後
の
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
七
月

二
十
七
日
に
西
塔
釈
迦
堂
に
閉
籠
し
た
山
門
大
衆
た
ち
は
、
八
月
二
十
七
日
に
至
り



一
九
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北
野
社
へ
事
書
を
発
給
し
、
次
の
よ
う
な
要
求
を
下
し
た
。

史
料
二　
「
社
家
条
々
抜
書
」（『
北
野
社
家
日
記
』
第
七
所
収
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
）

　
　

正
長
元
年
八
月
廿
七
日　

山
門
西
塔
院
閉
籠
衆
々
議
曰
、

可
三
早
相
二
触
北
野
公
文
所
一
事

右
一
天
之
安
全
者
専
依
二
日
吉
之
神
光
一
、
四
海
之
静
寧
者
併
翻（

酬
）二

吾
山
之
護

持
一
矣
、
然
間
帝
都
乱
二
法
度
一
時
加
二
制
誡
一
者
先
規
也
、
故
実
也
、
爰
為
二
末

社
々
官
一
順
二
諸
門
跡
一
、
建
二
綱
所
一
事
、
緩
怠
之
至
極
下
剋
上
之
至
也
、
不

レ
移
二
時
日
一
可
レ
破
レ
之
、是
一
、就

レ
中
北
野
社
政
所
職
者
為
二
曼
殊
院
御
門
跡
一
、

代
々
御
管
領
之
処
、
押
領
之
条
過
分
之
至
、
誡
猶
有
レ
余
、
早
任
二
先
規
一
可

レ
返
二
申
彼
御
門
跡
室
一
、
是
二
、
次
近
年
打
二
開
北
野
芝
一
、
耽
二
土
貢
一
作
レ
之
、

前
代
未
聞
所
行
也
、
速
帰
二
旧
規
一
可
レ
成
二
荒
野
一
、是
三
、
次
社
頭
外
廓
大
堀
已

下
容（

要
）害

、
偏
相
二
似
城
廓
之
構
一
、
造
意
何
事
、
無
二
勿
体
一
次
第
也
、
急
可

レ
破
、
是
四
、
次
麹
事
、
京
都
土
倉
等
致
二
其
沙
汰
一
之
処
、
号
二
先
例
一
令
二
停
止
一

之
、
剰
令
レ
書
二
起
請
文
一
、
結
句
相
二
語
傍
族
一
、
取
二
調
連
署
之
状
一
、
号
二
山

上
之
下
知
一
之
条
、
希
代
不
思
議
奸
曲
也
、
早
速
調
レ
之
可
レ
返
二
渡
閉
籠
衆
一

也
、
是
五
、
所
詮
此
等
条
々
存
二
如
在
一
令
二
難
渋
一
者
、
犬
神
人

差
二
遣
馬
借

等
一
、
忽
可
レ
破
二
却
住
坊
一
事
、
不
レ
可
レ
廻
レ
踵
、
其
時
定
而
可
レ
有
二
後
悔
一

哉
之
旨
、
群
議
了
、

こ
こ
に
あ
る
「
北
野
公
文
所
」
と
は
松
梅
院
禅
能
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
大
衆
は

松
梅
院
禅
能
が
山
門
末
社
の
社
官
と
し
て
門
跡
に
準
じ
る
綱
所
を
建
て
た
こ
と
や
、

本
来
曼
殊
院
が
管
領
し
て
い
る
北
野
社
政
所
職
に
松
梅
院
が
就
い
て
い
る
こ
と
等
に

加
え
、
松
梅
院
が
麹
業
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
書

に
対
し
、
門
跡
か
ら
は
「
当
社
政
所
職
事
、
任
二
先
規
一
被
レ
補
畢
、
更
非
二
押
領
之
儀
一

候
也
」
と
御
教
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
政
所
職
に
関
し
て
は
松
梅
院
を
擁
護
す
る
立

場
を
取
っ
て
い
る
。
逆
に
、
政
所
職
以
外
に
は
言
及
す
ら
し
て
お
ら
ず
、
門
跡
は
麹

業
に
は
何
も
関
知
す
る
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
翌
日
の
二
十
八
日

に
は
、
山
門
の
閉
籠
に
対
抗
し
て
西
京
神
人
が
北
野
社
頭
に
閉
籠
し
て
お
り⑱
、
こ
れ

は
幕
府
の
酒
麹
専
売
権
の
否
定
へ
の
抗
議
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る⑲
。
そ
し
て
九
月
十
八

日
、
松
梅
院
禅
能
は
幕
府
へ
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
権
の
還
補
を
求
め
、
幕
府
が
こ

の
要
求
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
状
況
は
元
に
戻
る
（
表
№
66
）⑳
。

以
上
の
経
緯
で
再
び
認
め
ら
れ
た
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
権
に
対
し
、
山
門
は
嘉

吉
三
年
（
一
四
四
三
）
春
頃
、ふ
た
た
び
抗
議
を
開
始
す
る
。
そ
の
結
果
引
き
起
こ
さ

れ
た
事
件
が
、
い
わ
ゆ
る
「
文
安
の
麹
騒
動
」
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
次
の
史
料
に

詳
し
い
。

史
料
三　
『
康
富
記
』
文
安
元
年
四
月
十
三
日
条

十北
野
社
炎
上
事
、

三
日
壬
辰
、
晴
、
是
日
辰
剋
許
、
北
野
天
満
宮
社
頭
払
レ
地
炎
上
、
神
輿
其

外
御
宝
物
等
奉
レ
取
二
出
之
一
、
但
輪
蔵
奉
納
一

切
経
、

一
夜
松
御
社
許
相
残
、
凡
東
門
・

南
門
内
悉
焼
亡
、
多
宝
塔
、
同
朝
日
寺
炎
上
了
、
火
本
西
僧
坊
北
端
也
、
日

来
西
京
住
人
与
洛
陽
酒
屋
、
就
二
酒
麹
商
売
事
一
、
近
年
連
々
及
二
訴
陳
一
、
自
二

去
年
春
一
、
西
京
住
民
等
作
二
酒
麹
一
之
間
、
東
京
酒
屋
土
蔵
及
二
訴
訟
一
、
剰

令
レ
引
二
級
山
門
訴
訟
一
之
由
、
有
二
其
聞
一
、
作
麹
事
又
可
レ
被
レ
付
二
東
京
一
歟

之
由
有
二
風
聞
一
、
依
レ
之
西
京
住
人
号
二
千
日
籠
一
、
令
レ
閉
二
籠
北
野
社
中
一
、

然
間
自
二
管
領
畠
山
左
衛　

門
督
禅
門
、
一
今
朝
欲
レ
召
二
捕
彼
閉
籠
人
一
之
間
、
西
京
余
党
乱
二
入

西
僧
坊
一
、
付
レ
火
焼
二
払
社
中
一
、
仍
及
二
合
戦
一
、
侍
所
佐
々
木
京
極
手
多
被

レ
疵
、
又
矢
庭
討
死
、
西
京
住
民
自
焼
之
間
、
西
京
悉
焼
亡
成
二
荒
野
一
云
々
、

神
輿
二
基
奉
二
取
出
一
、
宝
物
等
被
レ
奉
レ
安
二
置
松
梅
院
坊
北
野　
社
僧
、
一
云
々
、
自
二

管
領
一
被
レ
置
二
警
固
之
武
士
一
云
々
、

北
野
社
中
依
レ
有
二
死
人
一
、
為
二
甲
穢
一
所
、
侍
所
佐
々
木
内
者
多
有
二
死
人
・

手
負
一
、
仍
為
二
乙
穢
一
、
管
領
為
二
丙
穢
一
、
其
外
不
レ
及
二
触
穢
一
云
云
、

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
春
か
ら
、
西
京
神
人
の
酒
麹
専

売
に
対
し
洛
中
酒
屋
土
倉
が
訴
訟
を
起
こ
し
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
山
門
の
存
在

が
あ
っ
た
。
幕
府
は
洛
中
酒
屋
土
倉
の
訴
え
を
容
れ
、
西
京
神
人
の
酒
麹
専
買
権
を



二
〇

1976

否
定
す
る
動
き
を
見
せ
た
た
め
、
西
京
神
人
ら
は
千
日
籠
と
称
し
北
野
社
に
閉
籠
し

た
。
し
か
し
神
人
ら
の
訴
え
は
認
め
ら
れ
ず
、
合
戦
に
発
展
し
た
す
え
西
京
神
人
は

自
焼
し
、
周
囲
は
灰
燼
に
帰
し
た
。
佐
々
木
創
氏
の
比
定
に
よ
れ
ば
、
火
元
は
本
殿

西
方
に
あ
る
西
僧
坊
北
側
の
閼
伽
井
経
蔵
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
焼
失
範
囲
は
本
殿

を
含
め
本
殿
後
方
の
末
社
や
東
方
の
御
供
所
八
嶋
・
法
華
堂
・
御
塔
と
、
社
頭
南
西

の
一
角
を
除
く
広
範
囲
に
及
ん
だ
と
い
う㉑
。

さ
て
、
麹
騒
動
後
の
西
京
神
人
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
北
野
誌
』（
首
巻

天
）に
よ
れ
ば
、神
人
た
ち
は
麹
騒
動
後
木
曽
福
島
へ
逃
散
し
、応
仁
元
年（
一
四
六
七
）

に
細
川
勝
元
の
許
可
に
よ
っ
て
帰
来
し
た
と
す
る
が
、
根
拠
と
な
る
史
料
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
三
枝
氏
は
、
麹
騒
動
の
翌
年
に
西
京
神
人
が
祭
礼
の
馬
上
鉾
を
負
担
し

て
い
る
状
況
か
ら
、
騒
動
以
降
も
し
ば
ら
く
は
麹
業
を
営
み
な
が
ら
祭
礼
役
・
神
供

を
負
担
す
る
活
動
形
態
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る㉒
。た
だ
応
仁
の
乱
後
、

西
京
は
大
内
氏
の
焼
き
討
ち
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
お
り㉓
、
戦
乱
の
影
響
に
よ
る
麹

業
の
衰
退
は
免
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

年
未
詳
「
北
野
神
人
来
由
事
書
」（
北
野
光
乗
坊
文
書㉔
）
に
は
、
麹
騒
動
で
の
北
野

社
炎
上
以
降
神
人
が
「
神
敵
」
と
み
な
さ
れ
社
参
が
絶
え
て
い
た
こ
と
、
社
参
を
求

め
て
訴
訟
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
、ま
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の

「
西
京
神
人
事
」㉕

に
も
「
神
人
事
ハ
応〻文

永〻安

年
中
ニ
当　

社
頭
へ
火
ヲ
か
け
尽
ク
焼
失
候

事
ハ
神
人
ノ
仕
事
故
、
神
敵
ノ
神
人
ト
テ
従
二　

御
公
儀
一
神
人
悉
ク
追
放
被
レ
為
二　

仰
付
一
候
」
と
あ
り
、文
安
の
麹
騒
動
に
お
け
る
北
野
社
炎
上
の
責
に
よ
り
西
京
神
人

は
や
は
り
「
神
敵
」
と
見
做
さ
れ
て
い
た㉖
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
天
文
十
四
年

（
一
五
四
五
）
八
月
、
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
権
が
再
び
主
張
さ
れ
る
。
文
安
の
麹
騒

動
か
ら
約
百
年
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

（
２
）
天
文
十
四
年
の
酒
麹
専
売
訴
訟

発
端
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

史
料
四　

西
塔
院
執
行
代
折
紙
（『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
八
六
号
文
書
、
表
№
68
）

西
京
麹
之
事
、被
レ
帯
二
数
通
之
御
判
并
証
文
等
一
、従
二
先
規
一
無
二
他
妨
一
被
二

進
止
一
之
段
、
無
二
其
紛
一
之
処
、
近
年
有
名
無
実
之
儀
在
レ
之
云
々
、
不
レ
可

レ
然
、
所
詮
任
二
旧
例
一
、
被
レ
止
二
非
分
族
一
、
為
二
当
一
所
一
可
レ
被
二
申
付
一
之

由
、
依
二
衆
議
一
折
紙
如
レ
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　

八
天
文
十
四

月
三
日　
　
　
　
　

執
西
塔
院

行
代
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

当
北
野
社
神
人所

麹
座
中

八
月
三
日
、
山
門
西
塔
の
衆
議
に
て
、
他
の
妨
げ
な
く
行
っ
て
き
た
由
緒
あ
る
西

京
の
麹
業
が
有
名
無
実
化
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
西
京
神
人
が
麹
を
専
売

す
べ
き
こ
と
が
「
麹
座
中
」
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
西
京
神
人
は
幕
府
へ

麹
専
売
権
の
復
活
を
願
い
出
た
。

史
料
五　

北
野
宮
神
人
西
京
諸
住
等
申
状
（「
別
本
賦
引
付
一
」
一
〇
、『
室
町
幕
府
引
付

史
料
集
成
』
上
、
表
№
69
）

一　

北
野
宮
神
人
西
京
諸
住
等
申
状　
天
文
十
四　

八　

七

右
当
所
麹
役
事
、
一
切
不
レ
交
レ
他
仕
来
之
段
、
為
二
勿
論
一
之
処
、
先
年
洛
中

洛
外
土
倉
以
下
猥
及
二
其
働
一
之
間
、
依
二
子
細
申
糺
一
、
向
後
可
レ
致
二
停
止
一

之
趣
、
捧
二
源（

厳
）重

起
請
文
一
、
慥
乍
レ
申
レ
理
之
、
近
代
又
恣
売
買
之
條
、
於
二

当
所
之
役
人
一
者
無
二
其
詮
一
段
、
近
比
迷
惑
至
極
也
、
殊
理
運
之
旨
数
通
之

証
文
更
無
レ
紛
上
者
、
速
退
二
非
分
競
望
一
、
如
二
先
規
一
、
当
一
所
可
レ
及
二
其

役
一
之
段
、
以
二
請
文
旨
一
被
レ
成
二
下
御
下
知
一
者
、
可
レ
奉
二
忝
存
一
之
通
、
為

レ
預
二
御
披
露
一
、
粗
言
上
如
レ
件
、

　
　
　

天
文
十
四
八
月　

日　
請
文
別
紙
在
レ

之
、

山
門
と
西
京
神
人
の
主
張
で
は
「
一
切
不
レ
交
レ
他
仕
来
」
と
さ
れ
て
お
り
、
麹
騒
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動
に
お
け
る
西
京
神
人
の
麹
専
売
権
否
定
の
事
実
が
無
視
さ
れ
、
あ
た
か
も
麹
騒
動

以
前
の
状
況
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
麹
騒
動
以
降

百
年
の
間
に
西
京
神
人
の
麹
専
売
が
再
び
命
じ
ら
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、

こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
「
数
通
之
御
判

証
文
等
」
は
義
持
期
に
お
け
る
文
書

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
幕
府
は
西
京
神
人
の
要
求
を
容
れ
、八
月
七
日
付
で
「
上
下
酒
屋
土
倉
中
」

（
表
№
72
）・「
洛
外
酒
屋
土
倉
中
」（
表
№
73
）
へ
、
ま
た
同
十
三
日
付
で
「
上
京
地
下

中
」（
表
№
74
）・「
下
京
地
下
中
」（
表
№
77
）・「
洛
外
地
下
中
」（
表
№
78
）
に
宛
て
て

西
京
神
人
以
外
が
麹
業
を
行
う
こ
と
へ
の
禁
止
を
通
達
し
た
が
、こ
れ
を
受
け
た「
上

下
京
酒
屋
土
倉
」
は
争
う
姿
勢
を
見
せ
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

史
料
六　

上
下
京
酒
屋
土
倉
申
状
（「
別
本
賦
引
付
一
」
一
二
、『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集

成
』
上
、
表
№
80
）

一　

上
下
京
酒
屋
土
倉
申
状　
天
文
十
四　

八　

廿
三

右
洛
中
麹
室
事
、
一
切
可
レ
致
二
停
止
一
之
旨
、
今
度
西
京
麹
師
各
掠
二
給
御
下

知
一
段
、
以
外
次
第
也
、
其
謂
者
、
於
二
京
中
一
致
二
此
業
一
事
既
百
余
歳
、
于

レ
今
打
続
相
違
無
レ
之
、
元
来
以
二
御
成
敗
之
旨
一
、
東
京
ニ
彼
室
お
相
構
之
処
、

西
京
之
輩
奉
レ
違
二
背
之
一
、
酒
屋
所
ニ々
打
入
、
致
二
強
儀
一
、
剰　

北
野
社
ニ

閉
籠
仕
候
間
、
其
此
自
二
山
門
西
塔
院
一
依
レ
被
レ
達
二
上
聞
一
、
去
文
安
元
年
ニ

被
レ
加
二
御
退
治
一
、
閉
籠
衆
数
十
人
致
二
生
涯
一
、
社
中
忽
令
二
炎
上
一
訖
、
此

段
号
二
麹
騒
動
一
、
一
天
下
無
二
其
隠
一
者
也
、
殊
此
時
灰
尽
之
社
頭
、
誠
鏤
二

金
銀
一
異
レ
于
レ
他
、
雖
レ
為
二
御
崇
敬
之
神
社
一
、
偏
西
京
地
下
人
緩
怠
源（

厳
）重

之

故
、
如
レ
此
被
二
滅
却
一
訖
、
然
お
今
何
之
忠
儀
在
レ
之
而
恣
企
二
謀
訴
一
哉
、
且

者
不
レ
奉
レ
恐
二
公
儀
一
歟
、
縦
古
文
書
等
お
雖
二
捧
申
一
、
是
又
可
レ
為
二
御
罪
科

已
前
之
儀
一
、
争
可
レ
被
レ
賞
レ
之
哉
、
其
砌
酒
屋
中
ニ
モ
龍（

細
川
勝
元
）

安
寺
殿
御
教
書
等

致
二
頂
戴
一
之
由
、
雖
レ
承
レ
及
レ
之
、
応
仁
一
乱
ニ
、
土
倉
・
酒
屋
三
百
余
个
所

断
絶
之
間
、
引
二
失
之
一
歟
、
先
以
此
酒
屋
上
分
銭
山
門
ニ
所
レ
出
レ
之
、
納
所

職
河
村
譜
代
存
知
ニ
付
而
、
度
々
御
下
知
数
通
在
レ
之
、
備
レ
右
、

麹
お
仕
来
之
証
拠

尤
為
二
分
明
一
歟
、
猶
以
至
二
御
不
審
一
者
、
可
レ
被
レ
遂
二
御
糺
明
一
哉
、
此
等
之

趣
被
二
聞
食
披
一
事
、
新
可
レ
被
レ
退
二
彼
等
濫
訴
一
者
、
可
二
忝
存
一
者
也
、
仍
言

上
如
レ
件
、

　
　
　

天
文
十
四
年
八
月　

日

上
下
京
酒
屋
土
倉
の
主
張
は
、
①
自
分
た
ち
が
文
安
の
麹
騒
動
か
ら
百
年
の
間
麹

業
を
続
け
て
き
た
。
西
京
神
人
は
閉
籠
に
よ
っ
て
北
野
社
を
焼
亡
さ
せ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
今
更
何
の
忠
義
を
以
て
謀
訴
を
企
て
て
い
る
の
か
。
②
西
京
神
人
か
ら
提

出
さ
れ
た
証
文
は
「
御
罪
科
」
＝
文
安
の
麹
騒
動
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
酒
屋
中
に

も
細
川
勝
元
か
ら
の
御
教
書
が
存
在
し
て
い
た
が
、
応
仁
の
乱
に
よ
る
土
倉
酒
屋
の

断
絶
の
た
め
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
酒
屋
上
分
銭
を
徴
収
す
る
山
門
納
所
職
の
河
村

が
由
緒
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
ご
下
知
も
数
通
あ
る
。
そ
の
た
め
、
上
下
京
酒
屋
土

倉
が
麹
業
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
分
明
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
細
川
勝

元
か
ら
の
御
教
書
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
だ
が
、
上
下
京
酒
屋
土
倉
が
麹
業
を

行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う㉗
。
右
の
訴
え
を
受
け
て
同
月

二
十
五
日
に
は
幕
府
か
ら
「
西
京
麹
師
中
」
に
宛
て
、
上
下
京
酒
屋
土
倉
へ
の
妨
げ

を
停
止
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
表
№
81
）。

ま
た
、
九
月
三
日
に
西
塔
執
行
代
か
ら
西
京
諸
住
麹
座
中
に
宛
て
て
「
従
二
当
院
一

酒
屋
土
倉
中
江
折
紙
被
レ
出
レ
之
旨
、
風
聞
之
由
注
進
候
、
此
儀
者
最
前
為
二
此
方
一
一

行
被
レ
遣
上
者
、
別
仁
出
事
不
レ
可
レ
在
レ
之
候
、
可
二
心
安
一
候
、
万
一
左
様
之
儀
候

共
、
返（

反
）古

仁
可
レ
成
候
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
表
№
82
）。
そ
の
一
方
で
、
十
月
一
日

に
は
山
門
三
院
執
行
代
よ
り
西
京
神
人
へ
「
西
塔
院
旧
領
西
京
麹
役
之
儀
、
数
通
之

御
代
之　

御
判
物
・
御
教
書

支
証
等
明
鏡
之
上
者
、
如
二
先
一々
洛
中
洛
外
之
可
レ
被

レ
専
二
商
売
一
者
也
、
自
然
於
二
当
山
一
従
二
何
方
一
非
分
折
紙
等
雖
レ
被
レ
出
レ
之
、
更
以

不
レ
可
レ
立
二
専
用
一
候
、
既
今
度
被
レ
任
二
先
例
一
被
レ
成
二　

御
下
知
一
候
上
者
、
弥
々

不
レ
可
レ
有
二
承
引
一
」
と
す
る
旨
の
連
署
折
紙
が
下
さ
れ
て
お
り
（
表
№
83
）、す
な
わ
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ち
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
を
志
向
し
推
し
進
め
て
い
た
の
は
西
塔
の
一
部
勢
力
で

あ
っ
て
、
山
門
の
総
意
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

以
上
の
状
況
よ
り
、
室
町
期
と
天
文
十
四
年
に
お
け
る
麹
専
売
を
め
ぐ
る
訴
訟
の

対
立
構
造
は
、
北
野
社
・
西
京
神
人
対
山
門
・
土
倉
酒
屋
と
い
う
構
造
か
ら
、
西
塔

（
の
一
部
）・
西
京
神
人
対
土
倉
酒
屋
と
い
う
構
造
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
酒
麹
売
買
停
止
の
被
命
令
者
と
し
て
、
上
下
京
及
び
洛
外
の
土
倉
酒
屋
と
、
上

下
京
及
び
洛
外
の
地
下
中
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
河
村
」
が
「
納
所
職
」

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
な
違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

被
命
令
者
に
関
し
て
は
、「
上
下
京
地
下
人
」
に
関
す
る
河
内
将
芳
氏
の
研
究
が
あ

る㉘
。
氏
に
よ
れ
ば
、「
上
下
京
地
下
人
」
は
天
文
期
頃
か
ら
幕
府
関
係
史
料
を
中
心
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
言
い
、
こ
れ
は
公
方
御
倉
や
正
実
坊
を
除
く
土
倉
・
酒
屋

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
職
縁
集
団
が
、
惣
町
レ
ベ
ル
で
ひ
と
つ
の
階
層
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
姿
を
表
わ
す
文
言
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
納
所
職
に
関
し
て
は
、「
河
村
」
と
は
納
銭
方
の
河
村
新
二
郎
元
興㉙
を
指
し
、

文
安
の
麹
騒
動
に
お
け
る
東
京
酒
屋
の
勝
利
と
引
き
換
え
に
山
門
へ
支
払
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
上
分
銭
を
徴
収
し
貢
納
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る㉚
。

で
は
、
訴
訟
構
造
の
変
化
は
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
た
な
ぜ
西
塔
の
一

部
勢
力
は
、
史
料
六
で
山
門
へ
上
分
銭
を
納
め
て
き
た
と
主
張
す
る
土
倉
酒
屋
を
切

り
捨
て
る
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
山
門

と
法
華
衆
の
対
立
の
末
に
惹
起
さ
れ
た
天
文
法
華
の
乱
と
そ
の
後
の
展
開
で
あ
る
。

二　

酒
麹
専
売
訴
訟
に
見
る
戦
国
期
の
都
市
構
造

（
１
）
天
文
法
華
の
乱
と
天
文
十
四
年
の
麹
専
売
訴
訟

天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
二
月
、一
条
烏
丸
観
音
堂
に
て
談
義
を
行
っ
て
い
た
山
門

西
塔
北
尾
の
華
王
房
に
対
し
、
法
華
宗
門
徒
の
松
本
久
吉
が
問
答
を
仕
掛
け
、
華
王

房
は
散
々
に
言
い
負
か
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
松
本
問
答
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
っ

た
山
門
大
衆
は
激
怒
し
、
六
角
軍
と
共
闘
し
て
京
へ
乱
入
、
法
華
宗
二
十
一
本
山
は

焼
亡
し
、
法
華
衆
徒
ら
は
堺
へ
逃
れ
た㉛
。
そ
の
後
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
十
一

月
に
は
後
奈
良
天
皇
綸
旨
に
よ
る
帰
洛
の
勅
許
が
出
さ
れ32
、天
文
十
四
年（
一
五
四
五
）

八
月
二
日
に
は
細
川
晴
元
に
よ
り
本
能
寺
の
「
本
屋
敷
」
へ
の
還
住
が
認
可
さ
れ
た
。

ま
た
同
十
日
に
は
本
能
寺
屋
地
（
下
京
六
角
与
四
条
房
門
油
小
路
西
洞
院
中
間
方
四
丁
町
）

の
地
子
銭
が
免
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
十
八
日
に
は
次
の
幕
府
御
教
書
が
下
さ
れ
て

い
る
。

史
料
七　
『
日
唱
本
両
山
歴
譜
』
天
文
十
四
年
条
（『
本
能
寺
史
料
』
古
記
録
編
）

又
■
八
月
十
八
日
奉
書
曰
、

下
京
六
角
与
四
条
坊
門
油
小
路
西
洞
院
中
間
方
四
丁
町
事
、
雖
レ
為
二
沢
村
千

松
私
領
一
、
相
二
副
本
証
文
数
通
一
、
売
二
渡
当
寺
一
候
段
分
明
也
、
次
彼
地

未
申
紫
野

分
在
レ
之

事
、
同
今
度
買
得
云
々
、
旁
以
放
券
状
炳
焉
之
上
者
、
彼
四
町
町
巷
所

等
一
円
領
知
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
由
、
所
レ
被
二
仰
下
一
也
、
仍
執
達
如
レ
件
、

天
文
十
四
年
八
月
十
八
日

対
馬
守
在
判　

本
能
寺
雑
掌

こ
の
よ
う
な
法
華
宗
の
動
き
に
対
し
、
山
門
は
「
憤
猶
不
レ
止
、
自
今
ハ
諸
法
花
宗

ハ
叡
山
可
レ
為
二
末
寺
一
、
諸
事
可
レ
従
レ
指33
」
と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
史
料
四
に
て
西
塔
か
ら
西
京
神
人
へ
酒
麹
専
売
権
を

回
復
す
る
よ
う
命
令
が
下
っ
た
の
は
、
細
川
晴
元
が
本
能
寺
の
還
住
を
命
じ
た
翌
日



二
三

戦
国
期
酒
麹
専
売
訴
訟
に
み
る
山
門
の
京
都
支
配

1979

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
天
文
十
四
年
に
至
っ
て
唐
突
に
酒
麹
訴
訟
が
再
起
さ

れ
た
の
は
、
法
華
宗
の
京
都
還
住
へ
の
対
抗
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
松
本
問
答
の
発
端
で
あ
る
華
王
房
は
西
塔
の
僧
で
あ
り
、
法
華
宗
の
排

斥
に
積
極
的
だ
っ
た
の
は
西
塔
で
あ
っ
た
こ
と34
も
、
天
文
十
四
年
の
酒
麹
専
売
訴
訟

が
西
塔
に
よ
る
法
華
宗
対
策
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
史
料
七
に
見
え
る
よ
う
に
、
本
能
寺
が
「
沢
村
千
松
」

の
私
領
を
買
得
し
、
京
都
へ
の
還
住
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
沢
村
と
は

下
京
の
土
倉
で
、
も
と
日
吉
神
人
で
あ
っ
た
。
北
陸
方
面
を
中
心
に
都
鄙
を
ま
た
ぐ

商
人
と
し
て
活
動
し
た
と
い
う
。
ま
た
応
仁
の
乱
後
は
山
門
と
距
離
を
置
き
、
武
家

に
被
官
化
し
た
。
乱
前
に
は
柳
酒
屋
中
興
（
八
幡
神
人
）
に
婿
入
り
し
て
八
幡
の
神
人

身
分
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
商
線
の
拡
張
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る35
。
小
谷
利
明
氏
は
本
能
寺
と
沢
村
と
の
関
係
は
土
地
売
却
以
前
か
ら
継
続
し
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
は
、
沢
村
が
法
華
宗
信
者
で
あ
る
土
倉
・
酒
屋
た

ち
の
支
持
を
得
て
有
力
者
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
い
う
意
義
を
見
出
し

て
い
る36
。
す
な
わ
ち
、
沢
村
千
松
と
法
華
宗
と
は
互
い
の
利
害
関
係
の
も
と
結
合
し

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
室
町
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
贈
答
に
多
用

さ
れ
た
美
酒
と
し
て
高
名
な
柳
酒
を
醸
造
・
販
売
し
た
柳
酒
屋
を
経
営
し
て
い
た
中

興
一
族
は
熱
心
な
法
華
宗
信
仰
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
興
が
柳
酒
屋
を
継
承
し
た
の

は
戦
国
期
以
降
で
あ
る
と
い
い
、
洛
中
に
広
範
に
点
在
し
土
倉
も
経
営
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る37
。
室
町
期
以
来
、
山
門
配
下
に
属
す
る
土
倉
酒
屋
が
多

く
存
在
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
国
期
に
は
こ
の
よ
う
な
山
門
に

直
属
し
な
い
土
倉
酒
屋
が
勃
興
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
往
々
に
し
て
法
華
宗
と

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
史
料
六
に
て
、
麹
作
を
禁
じ
ら
れ
た
「
上
下

京
酒
屋
土
倉
」
が
麹
騒
動
以
来
山
門
に
上
分
銭
を
納
め
て
き
た
、
つ
ま
り
は
山
門
配

下
で
あ
っ
た
由
緒
を
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
塔
が
こ
れ
ら
を
切
り
捨

て
る
よ
う
な
態
度
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
応
仁
の
乱
後
に
お
け
る
「
山
門
気
風
の
土

蔵
」
と
そ
れ
以
外
の
土
倉
・
酒
屋
と
の
間
に
起
こ
っ
て
い
た
納
銭
執
沙
汰
を
め
ぐ
る

対
立38
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
法
華
宗
と
親
和
性
を
持
つ
土
倉
・
酒
屋
を
排
除
す
る
た
め
、

西
塔
が
西
京
神
人
と
手
を
組
む
こ
と
を
選
ん
だ
結
果
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
西
塔
の
動
き
は
一
見
、
山
門
が
辛
酸
を
嘗
め
た
室
町
期
に
お
け
る

北
野
社
の
酒
麹
専
売
状
況
の
再
現
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
戦
国

期
に
お
い
て
北
野
社
か
ら
「
神
敵
」
と
見
做
さ
れ
距
離
を
置
か
れ
て
い
た
西
京
神
人39

を
直
接
配
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
西
塔
は
北
野
社
へ
力
を
渡
す
こ
と
な
く
酒
麹
専

売
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
訴
訟
に
関
わ
る
文
書
類
に
北
野
社
の
主
体
的
な

姿
が
見
え
て
こ
な
い
の
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る40
。

（
２
）
そ
の
後
の
展
開

そ
の
後
、天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
十
一
月
に
は
六
角
定
頼
か
ら
伊
勢
貞
孝
に
宛

て
、
西
京
と
東
京
相
論
に
つ
き
、
西
京
神
人
の
言
い
分
を
認
め
、「
東
京
麹
方
」
の
言

い
分
を
許
容
し
な
い
よ
う
求
め
る
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。

史
料
八　

六
角
定
頼
書
状
（『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
九
八
号
文
書
、
表
№
84
）

就
二
西
京
麹
一
、
西
京
・
東
京
相
論
之
儀
、
北
野
神
人
西
京
証
跡
等
見
給
候
、
厳

重
之
儀
候
、
東
方
麹
方
事
従
二
何
方
一
被
レ
申
二
子
細
一
雖
レ
在
レ
之
、
不
レ
可
レ
能
二

許
容
一
之
段
令
二
存
知
一
候
、
尚
狛
丹
後
守
可
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十（
天
文
十
五
年
）

一
月
廿
七
日　
　
　
　

定（
六
角
）頼

（
花
押
）

　
　
　

伊（
伊
勢
貞
孝
）

勢
守
殿　

進
レ
之
候

史
料
九　

六
角
定
頼
書
状
（『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』）
九
九
号
文
書
、
表
№
86
）

就
二
洛
中
麹
儀
一
、
東
京
・
西
京
申
結
次
第
承
候
つ
る
、
然
仁

宗
（
三
好
政
長
）

三

田
井
源
介
・

平
井
新
左
衛
門
尉
如
レ
此
申
越
候
、
先
度
如
レ
申
、
於
二
此
方
儀
一
者
、
自
二
何
方
一

雖
レ
申
二
子
細
一
候
、
不
レ
可
レ
能
二
許
容
一
候
段
、
勿
論
候
、
雖
レ
然
、
公

（
足
利
義
輝
）

儀
・
右（

細
川
晴
元
）

京
兆

御
間
御
相
刻
仁
相
成
候
へ
者
、
不
レ
可
レ
然
之
条
、
証
文
以
下
慥
右
京
兆
江
被
二
事

於
尽
一
、
以
二
其
上
一
被
レ
申
事
無
レ
之
様
御
裁
判
可
レ
然
候
哉
、
為
レ
其
令
レ
申
候
、

（
尅
カ
）
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尚
狛
丹
後
守
可
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十（
天
文
十
五
年
）

一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定（
六
角
）頼

（
花
押
）

　
　
　
　

伊（
伊
勢
貞
孝
）

勢
守
殿　

進
レ
之
候

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
細
川
晴
元
配
下
の
三
好
政
長
ら
は
東
京
に
引
汲
し
、
将
軍

は
西
京
に
理
運
あ
り
と
判
断
し
て
い
た41
。
こ
の
と
き
六
角
の
判
断
で
も
西
京
神
人
に

理
運
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
状
態
へ
と
至
っ
た
か

否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、更
に
十
五
年
後
の
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
も
次

の
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
を
認
め
る
幕
府
奉
行
人
奉
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
天
文

十
五
年
段
階
で
の
酒
麹
専
売
命
令
は
実
態
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

史
料
一
〇　

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
一
一
二
号
文

書
、
表
№
87
）

北
野
宮
寺
領
麹
役
事
、
一
切
不
レ
交
レ
于
レ
他
沙
汰
来
之
処
、
洛
中
洛
外
土
倉
以

下
猥
致
二
其
沙
汰
一
之
条
、
先　

御
代
任
数
通
証
文
旨
、
可
レ
令
二
停
止
一
之
段
、
被

レ
成
二
奉
書
一
訖
、
然
近
年
又
恣
搆
レ
室
云
々
、
以
外
次
第
也
、
所
詮
証
文
等
分
明

上
者
、
退
二
非
分
競
望
一
、
如
二
先
一々
為
二
当
所
一
専
二
彼
業
一
、
可
レ
随
二
神
役
一
之

由
、
所
レ
被
二
仰
下
一
也
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　

永
禄
四
年
九
月
二
日　
　

 

丹（
松
田
藤
弘
）

後
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

散（
松
田
頼
隆
）

位
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西

北
野
宮
社
人

京
諸
住
等
中

史
料
一
一　

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
一
一
三
号
文

書
、
表
№
88
）

北
野
宮
神
人
西
京
諸
住
等
申
洛
中
洛
外
麹
役
事
、
為
二
当
所
一
令
二
停
止
一
之
処
、

背
二
先
規
一
条
、
先　

御
代
雖
レ
被
レ
成
二
奉
書
一
、
近
年
又
恣
搆
レ
室
云
々
、
以
外

次
第
也
、所
詮
証
文
分
明
之
上
者
、早
退
二
非
分
競
望
一
、如
二
先
一々
専
二
彼
業
一
、

可
レ
随
二
神
役
一
之
趣
、
被
レ
成
二
御
下
知
一
訖
、
可
レ
令
二
存
知
一
候
由
、
被
二
仰
出
一

候
也
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　

永
禄
四　

九
月
二
日　
　
　
　
　

藤（
松
田
）弘

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼（
松
田
）隆

（
花
押
）

　
　
　
　
　

上
下
酒
屋
土
倉
中

右
の
二
通
か
ら
、
天
文
十
四
年
以
降
、
一
応
酒
麹
は
西
京
神
人
の
専
売
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
実
態
と
し
て
は
洛
中
洛
外
の
土
倉
・
酒
屋
は
従
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
伺
え
る42
。な
ぜ
永
禄
四
年
に
三
た
び
酒
麹
専
売
が
訴
え
ら
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、

同
年
六
月
に
は
六
角
の
軍
勢
が
近
江
か
ら
京
へ
攻
め
入
り
「
号
二
法
華
宗
払
一
」
と
い

う
風
聞
が
あ
っ
た
ら
し
い
（『
厳
助
往
年
記
』
永
禄
四
年
六
月
条
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
河

内
氏
は
「
六
角
氏
が
、
こ
の
時
期
の
畿
内
近
国
を
実
効
支
配
し
、
法
華
宗
と
も
近
し

い
と
み
ら
れ
て
い
た
三
好
氏
（
三
好
政
権
）
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
す
る
の
で

は
な
い
か
」43

と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
永
禄
四
年
の
訴
訟
は
、
六
角
と
三
好
と
の

対
立
を
利
用
し
て
山
門
が
法
華
宗
の
勢
力
を
削
ご
う
と
し
た
行
動
の
結
果
と
考
え
ら

れ
る
。

河
内
氏
に
よ
れ
ば
、
法
華
宗
は
財
を
媒
介
と
し
た
交
渉
に
よ
っ
て
還
住
を
果
た
し

た
と
言
い
、
天
文
十
六
年
、
山
門
は
毎
年
百
貫
文
を
受
け
取
る
と
い
う
約
束
の
も
と

法
華
宗
と
の
和
談
に
応
じ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
天
文
法
華
の
乱
後
も
法
華

宗
は
高
い
経
済
力
を
維
持
し
続
け
て
い
た
と
さ
れ44
、
一
方
山
門
は
応
仁
の
乱
後
経
済

力
を
低
下
さ
せ
て
い
く45
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
訴
訟
が
起

こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
山
門
、
と
く
に
西
塔
が
経
済
力
回
復
法
を
模
索
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
文
安
の
麹
騒
動
や
応
仁
の
乱
後
の
西
京
焼
き
討
ち
を

経
た
西
京
神
人
に
は
、
京
都
の
酒
麹
を
専
売
と
す
る
ほ
ど
の
製
造
ノ
ウ
ハ
ウ
は
受
け

継
が
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
な

お
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
を
訴
え
よ
う
と
し
た
事
実
に
こ
そ
、
戦
国
期
に
お
け
る
山

門
西
塔
の
焦
燥
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。



二
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戦
国
期
酒
麹
専
売
訴
訟
に
み
る
山
門
の
京
都
支
配

1981

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
室
町
期
と
戦
国
期
と
の
比
較
に
お
い
て
、
酒
麹
を
め
ぐ

る
山
門
（
西
塔
）・
北
野
社
・
西
京
神
人
の
相
関
関
係
は
大
き
く
変
容
し
て
い
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
文
安
の
麹
騒
動
を
経
験
し
て
北
野
社
と
西
京
神
人
と
の
関
係
が
悪
化

し
た
こ
と
、
ま
た
麹
騒
動
や
応
仁
の
乱
を
経
て
西
京
神
人
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
変

質
し
た
こ
と
、
戦
国
期
に
及
ん
で
山
門
を
相
対
化
し
う
る
法
華
衆
勢
力
が
有
力
化
し

た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
室
町
期
に
幕
府
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
山
門
と
西
京
神

人
と
が
再
び
接
近
し
、
天
文
十
四
年
に
酒
麹
専
売
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
、

西
塔
に
よ
る
天
文
法
華
の
乱
後
に
お
け
る
法
華
衆
対
策
の
一
環
と
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
西
塔
は
天
文
法
華
の
乱
を
経
て
も
な
お
経
済
力
を
維
持
し
続
け
て
い
た46

法
華
衆
を
排
除
す
る
た
め
、
酒
麹
を
め
ぐ
る
室
町
期
の
状
況
を
再
現
し
よ
う
と
試
み

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
上
で
北
野
社
と
西
京
神
人
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と

は
西
塔
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
戦
国
期
に
お
け
る
山
門
に
関
わ
る
本
末
関
係
の
枠
組
み
に
つ
い
て
触
れ

終
わ
り
と
し
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
天
文
法
華
の
乱
後
、
天
文
十
一
年

（
一
五
四
二
）
十
一
月
の
後
奈
良
天
皇
に
よ
る
帰
洛
勅
許
に
始
ま
り
、
同
十
四
年

（
一
五
四
五
）
の
細
川
晴
元
に
よ
る
「
本
屋
敷
」
へ
の
還
住
命
令
を
受
け
た
本
能
寺
の

屋
地
が
幕
府
よ
り
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
山
門
は
同
十
五
年
「
当
宗
帰
洛
勅
許

ニ
付
、山
門
憤
猶
不
レ
止
、自
今
ハ
諸
法
花
宗
ハ
叡
山
可
レ
為
二
末
寺
一
」
と
主
張
し
た47
。

同
十
六
年
（
一
五
四
七
）
六
月
に
は
、法
華
衆
は
山
門
へ
日
吉
祭
礼
料
と
し
て
毎
年
百

貫
文
を
納
め
る
こ
と
を
誓
っ
て
お
り48
、
河
内
将
芳
氏
は
こ
れ
を
実
質
的
な
末
寺
銭
と

見
て
い
る49
。
山
門
は
こ
の
よ
う
に
、自
他
宗
問
わ
ず
「
末
寺
化
」
を
命
じ
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
を
配
下
に
収
め
よ
う
と
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
る
。
天
文
法
華
の
乱
に
お
け

る
戦
闘
で
は
、
山
門
に
よ
っ
て
諸
末
寺
・
諸
末
社
の
軍
勢
が
徴
発
さ
れ
て
お
り50
、
戦

国
期
に
至
っ
て
も
末
寺
・
末
社
は
山
門
の
軍
事
力
の
一
端
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
河
内
氏
は
、
山
門
が
法
華
宗
や
本
願
寺
な
ど
の
法
流
を
異
に
す
る
寺
院
を
盛
ん
に

末
寺
化
し
よ
う
と
し
た
動
き
の
背
景
に
は
、
応
仁
の
乱
を
境
と
し
た
山
門
の
経
済
力

低
下
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る51
。
本
稿
で
見
た
、西
京
神
人
を
動
員
し
た
山
門
（
西

塔
）
の
酒
麹
専
売
を
め
ぐ
る
訴
え
も
ま
た
、
対
立
す
る
法
華
衆
の
排
斥
の
た
め
の
動

き
で
あ
る
と
同
時
に
、
北
野
社
を
介
し
て
い
な
い
と
は
言
え
、
山
門
が
末
社
を
通
じ

て
経
済
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
動
き
の
ひ
と
つ
と
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

本
末
関
係
の
枠
組
み
は
姿
を
変
え
な
が
ら
も
、
京
都
支
配
の
一
端
と
し
て
戦
国
期
に

お
い
て
も
な
お
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注①　
三
枝
暁
子
「
北
野
社
西
京
七
保
神
人
の
成
立
と
そ
の
活
動
」（『
比
叡
山
と
室
町
幕

府
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）。

②　

三
枝
暁
子
「
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
」（『
比
叡
山
と
室
町
幕
府
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）。

③　

下
坂
守「
応
仁
の
乱
と
京
都
」（『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』思
文
閣
出
版
、二
〇
一
四

年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

④　

三
枝
注
①
論
文
。

⑤　

小
野
晃
嗣
「
北
野
麹
座
に
就
き
て
」（『
日
本
中
世
商
業
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
三
二
年
）。
脇
田
晴
子
「
領
主
経
済
の
変
質
と
問
屋
的

支
配
」（『
日
本
中
世
商
業
発
展
史
の
研
究
』
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

⑥　

河
内
将
芳
「
天
文
法
華
の
乱
後
、法
華
宗
京
都
還
住
に
関
す
る
考
察
」（『
戦
国
仏
教

と
京
都
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
一
七
年
）。

⑦　

網
野
善
彦
「
西
の
京
と
北
野
社
」（『
日
本
中
世
都
市
の
世
界
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）。

⑧　

小
野
注
⑤
論
文
。

⑨　

太
田
順
三
「
永
享
の
山
門
騒
乱
と
そ
の
背
景
」（
佐
賀
大
学
教
養
部
『
紀
要
』
第
十
一

巻
、
一
九
七
九
年
）。

⑩　

清
水
克
行
「
足
利
義
持
の
禁
酒
令
に
つ
い
て
」（『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）。
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⑪　

清
水
克
行
「
正
長
の
徳
政
一
揆
と
山
門
・
北
野
社
相
論
」（『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩

序
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）。

⑫　

足
利
義
持
と
松
梅
院
禅
能
に
つ
い
て
は
、小
泉
恵
子
「
松
梅
院
禅
能
の
失
脚
と
北
野

社
御
師
職
」（『
遥
か
な
る
中
世
』
八
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。

⑬　
『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
七
号
文
書
。

⑭　
『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
一
〇
号
文
書
等
。

⑮　

清
水
注
⑩
論
文
。

⑯　
『
兼
宣
公
記
』
応
永
三
十
三
年
六
月
八
日
条
。

⑰　

清
水
注
⑪
論
文
。

⑱　
『
満
済
准
后
日
記
』
正
長
元
年
八
月
二
十
八
日
条
。

⑲　

清
水
注
⑪
論
文
。
こ
の
と
き
、
門
跡
は
北
野
社
頭
へ
直
接
御
成
し
、
閉
籠
衆
の
慰
撫

を
行
っ
て
い
る
（「
社
家
条
々
抜
書
」〈『
北
野
社
家
日
記
』
第
七
、
二
一
頁
〉）。

⑳　
『
北
野
天
満
宮
史
料
古
文
書
』
六
三
号
文
書
。
足
利
義
教
が
松
梅
院
禅
能
の
西
京
神

人
の
閉
籠
に
加
担
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
（「
社
家
条
々
抜
書
」
正
長

元
年
八
月
二
十
八
日
条
）を
持
ち
な
が
ら
も
西
京
神
人
の
酒
麹
専
売
を
再
び
認
め
た
の

は
何
故
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
佐
々
木
創
氏
は
幕
府
が
閉
籠
に
よ
り
祭
礼
・
神
事
の

停
滞
や
奉
仕
の
欠
如
を
恐
れ
た
た
め
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
佐
々
木
創
「
文
安
の
麹
騒

動

―
西
京
神
人
「
閉
籠
」
の
歴
史
」（
京
都
文
化
博
物
館
編
『
北
野
天
満
宮　

信
仰

と
名
宝　

天
神
さ
ん
の
源
流
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九
年
）。

㉑　

佐
々
木
前
注
論
文
。

㉒　

三
枝
注
①
論
文
。

㉓　
『
親
長
卿
記
』
文
明
六
年
七
月
二
十
七
日
条
、『
東
寺
執
行
日
記
』
同
二
十
六
日
条
、

『
大
乗
院
日
記
目
録
』
同
二
十
六
日
条
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
同
二
十
七
日
条
、『
言

国
卿
記
』
同
二
十
四
日
条
等
。

㉔　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
請
求
記
号
貴
四
〇
‐
一
‐
二
一
七
。

㉕　
『
北
野
天
満
宮
史
料
目
代
記
録
』
所
収
「
西
京
神
人
御
補
任
一
件
留
書
」。

㉖　

三
枝
注
①
論
文
参
照
。
近
世
に
至
る
と
京
都
所
司
代
な
ど
を
介
し
て
種
々
画
策
し
、

近
世
中
期
以
降
に
は
再
び
出
仕
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
（
石
津
裕
之
「
近
世
に
お
け

る
神
社
伝
奏
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
史
研
究
』
六
三
七
、
二
〇
一
五
年
）。

㉗　

先
述
の
通
り
、『
北
野
誌
』
で
は
西
京
の
麹
座
神
人
た
ち
は
麹
騒
動
後
、
木
曽
福
島

へ
逃
散
し
、応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
細
川
勝
元
の
許
可
に
よ
っ
て
帰
来
し
た
と
す

る
。
根
拠
と
な
る
史
料
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
だ
が
、
同
時
期
に
西
京
神
人
・
土
倉

酒
屋
・
細
川
勝
元
の
間
で
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

㉘　

河
内
将
芳
「「
上
京
地
下
人
」「
下
京
地
下
人
」」（『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。

㉙　

桑
山
浩
然
「
室
町
幕
府
経
済
機
構
の
一
考
察
」（『
史
学
雑
誌
』
七
三
巻
九
号
、

一
九
六
四
年
）
お
よ
び
久
留
島
典
子
「
戦
国
期
の
酒
麹
役
」（
石
井
進
編
『
中
世
を
ひ

ろ
げ
る

―
新
し
い
史
料
論
を
も
と
め
て
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
一
年
）
の
注
㉒
参

照
。

㉚　

小
野
注
⑤
論
文
。

㉛　

天
文
法
華
の
乱
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
今
谷
明
『
天
文
法
華
の
乱
』（
平
凡
社
、

一
九
八
九
年
）
お
よ
び
河
内
将
芳
『
日
蓮
宗
と
戦
国
京
都
』（
淡
交
社
、二
〇
一
三
年
）

参
照
。

32　
『
日
唱
本
両
山
歴
譜
』
天
文
十
四
年
条
。

33　
『
日
唱
本
両
山
歴
譜
』
天
文
十
五
年
条
。

34　

山
門
の
内
部
に
お
い
て
も
、法
華
宗
を
寛
裕
す
べ
し
と
す
る
意
見
を
持
つ
勢
力
が
三

塔
の
う
ち
の
横
川
に
存
在
し
て
お
り
、西
塔
は
こ
れ
を
叱
責
し
て
い
る
（
今
谷
注
㉛
書

二
二
四
頁
参
照
）。

35　

早
島
大
祐
「
京
都
商
人
の
信
仰
と
経
営
」（
早
島
有
毅
編
『
親
鸞
門
流
の
世
界
』
法

蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

36　

小
谷
利
明
「
土
倉
沢
村
に
つ
い
て
」（『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』
誠
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）。

37　

河
内
将
芳
「
柳
酒
屋
に
つ
い
て
」（『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）。

38　

河
内
将
芳
「
酒
屋
・
土
倉
の
存
在
形
態
」（『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）。

39　

史
料
六
か
ら
は
、西
京
神
人
が
北
野
社
を
炎
上
さ
せ
た
戦
犯
で
あ
る
と
外
部
か
ら
も

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

40　

山
門
と
北
野
社
に
よ
る
対
西
京
神
人
の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
、三
枝
注
①
論
文
に

よ
れ
ば
山
門
か
ら
は
「
座
」
と
い
う
人
員
組
織
を
通
じ
て
西
京
神
人
と
関
係
を
取
り
結

ぼ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
一
方
北
野
社
（
及
び
室
町
幕
府
）
は
「
西
京
」
や
「
七
保
」

と
い
う
領
域
区
分
を
単
位
と
し
て
西
京
神
人
の
支
配
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
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し
て
い
る
。

41　

村
井
祐
樹
『
六
角
定
頼
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
二
一
四
頁
参
照
。

42　

奉
書
発
給
の
前
提
と
し
て
、当
然
西
京
神
人
（
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
西
塔
）
の
訴

え
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
西
塔
の
動
き
を
示
す
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。

43　

河
内
注
⑥
論
文
。

44　

古
川
元
也
「
京
都
新
在
家
の
形
成
と
法
華
宗
檀
徒
の
構
造
」（
中
尾
堯
編
『
中
世
の

寺
院
体
制
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
お
よ
び
「
天
文
法
華
の
乱
の
再

検
討
」（『
興
風
』
二
七
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

45　

河
内
将
芳
「
山
門
延
暦
寺
か
ら
み
た
天
文
法
華
の
乱
」（
中
尾
堯
編
『
中
世
の
寺
院

体
制
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

46　

古
川
元
也
「
京
都
新
在
家
の
形
成
と
法
華
宗
檀
徒
の
構
造
」（
中
尾
堯
編
『
中
世
の

寺
院
体
制
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
お
よ
び
「
天
文
法
華
の
乱
の
再

検
討
」（『
興
風
』
二
七
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

47　

注
35
。

48　

天
文
十
六
年
六
月
十
七
日
付
「
延
暦
寺
・
日
蓮
衆
徒
講
和
文
書
案
」（『
蜷
川
家
文

書
』
六
〇
五
号
文
書
）。

49　

河
内
注
㉛
書
、
一
七
八
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
天
文
法
華
の
乱
の
後
に
あ
っ
て
も
な

お
、毎
年
百
貫
も
の
銭
を
山
門
に
納
め
ら
れ
る
だ
け
の
豊
か
な
経
済
力
を
法
華
衆
が
湛

え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

50　

永
村
眞
「
中
世
延
暦
寺
と
若
狭
神
宮
寺
」（
河
音
能
平
・
福
田
榮
次
郎
編
『
延
暦
寺

と
中
世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
）。
な
お
、
こ
の
と
き
北
野
社
も
軍
事
力
と
し

て
徴
発
さ
れ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

51　

河
内
将
芳
「
山
門
延
暦
寺
か
ら
み
た
天
文
法
華
の
乱
」（
中
尾
堯
編
『
中
世
の
寺
院

体
制
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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【付表】西京酒麹専売訴訟関係文書一覧
No. 発給年月日 年月日コード 文書名 差出 宛所 内容 出典①

1 康暦 1.9.20 137909020 斯波義将書状 左衛門佐義将（花押） 竹内大僧都
御房

西京酒麹役について、造酒
正の催促が停止されたこと
を知らせる。

『北古』3号

2 康暦 1.9.20 137909020 斯波義将書状写 左衛門佐義政（花押影）竹内大僧都御房

西京酒麹役について、造酒
正の催促が停止されたこと
を知らせる。

『筑波』41 号

3 嘉慶 1.9.16 138709016 室町幕府御教書 左衛門佐（花押） 当宮御師石
見法印御房

西京神人の他所への居住を
禁じ麹業への従事を命ず。 『北古』4号

4 嘉慶 1.9.16 138709016 室町幕府御教書写 左衛門佐（花押影） 当宮御師石
見法印御房

西京神人の他所への居住を
禁じ麹業への従事を命ず。 『筑波』43 号

5 嘉慶 1.12.3 138712003 足利義満下知状 右大臣源朝臣（花押） ― 西京神人の酒麹役免除を認
める。 『北古』5号

6 嘉慶 1.12.3 138712003 足利義満下知状 右大臣源朝臣（花押影）― 西京神人の酒麹役免除を認
める。 『筑波』44 号

7 応永 26.9.12 141909012 足利義持下知状 従一位源朝臣 ―
西京神人の麹業独占を認
め、他所が麹室を構えるこ
とを禁ず。

『北古』7号

8 応永 26.9.12 141909012 足利義持下知状写 従一位源朝臣（花押影）―
西京神人の麹業独占を認
め、他所が麹室を構えるこ
とを禁ず。

『筑波』55 号

9 応永 26.9.14 141909014 室町幕府御教書 沙弥（花押） 一色左京大
夫殿

西京神人の麹業独占を認め
る。 『北古』8号

10 応永 26.9.14 141909014 室町幕府御教書写 沙弥（花押影） 一色左京大
夫殿

西京神人の麹業独占を認め
る。 『筑波』57 号

11 応永 26.9.28 141909028 一色義範遵行状 （花押） 氏家越前守 西京神人の麹業独占命令を
下達する。 『北古』9号

12 応永 26.9.29 141909029 祐光請文 祐光（花押）、町人かう
あミ（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』10 号

13 （応永 26）.9.29 141909029 和泉請文
いつミ（花押）、町人せ
いあミ（略押）、道高
（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』11 号

14 応永 26.9.29 141909029 めう請文
めう（略押）、〈町人之〉
ゆふうかた（略押）、ち
やうや（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』12 号

15 応永 26.9.29 141909029 祐光請文 祐光（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』13 号

16 応永 26.9.29 141909029 五太夫請文 五太夫（略押）、ほりや
のさゑもん三郎（略押）―

向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』14 号

17 応永 26.9.29 141909029 れうゆう請文

れうゆう（略押）、〈し
ろかねや〉そうあミ（略
押）、〈ならや〉ちんあ
ミ（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』15 号

18 応永 26.10.1 141910001 春阿請文

春阿（花押）、〈ちやう
人〉とうあミ（略押）、
大郎三郎（花押）、せん
阿ミ（花押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』16 号

19 （応永 26）.10.1 141910001 五とうし請文 五とうし（略押）、ちや
う人ゑもん九郎（略押）―

向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』17 号

20 応永 26.10.1 141910001 長阿請文 長阿（花押）、けんあ
（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』18 号

21 応永 26.10.1 141910001 かね請文 かね（花押）、けんあ
（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』19 号

22 応永 26.10.2 141910002 玄心請文 玄□（花押）、官人（略
押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』20 号

23 応永 26.10.2 141910002 道支請文 道□（花押）、町人衛門
五郎（花押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』21 号
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24 （応永 26）.10.2 141910002 次郎兵衛請文
次郎兵衛（花押）、ちや
うの人さへもん四郎
（花押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』22 号

25 応永 26.10.2 141910002 酒屋某請文 さかや（花押）、ちやう
せんあミ（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』23 号

26 応永 26.10.2 141910002 栄賢請文 栄賢（花押）、〈ちやう
人〉ひここし（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』24 号

27 応永 26.10.3 141910003 光重請文
光重（略押）、〈ちやう
人〉めうせん（略押）、
れんかく（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』25 号

28 応永 26.10.3 141910003 讃岐請文 さぬき（花押）、町人ひ
やうへ二郎（略押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を

行わないことを誓う。 『北古』26 号

29 応永 26.10.3 141910003 隆重請文 隆重（花押）、ちやう人
さこの二郎（略押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を

行わないことを誓う。 『北古』27 号

30 応永 26.10.3 141910003 良覚請文
良覚（花押）、〈町〉衛
門太郎（略押）、馬三郎
（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』28 号

31 応永 26.10.6 141910006 丈重請文 丈重（花押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』29 号

32 （応永 26）.10.6 141910006 ゑんもんし請文
ゑんもんし（略押）、ち
やうにんひこ（略押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を

行わないことを誓う。 『北古』30 号

33 応永 26.10.8 141910008 尊延請文 尊円（花押）、たうえい
（花押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』31 号

34 応永 26.10.9 141910009 せんあ請文

〈きたくしけのさかや
にしのつら〉せんあ（略
押）、〈ちやう人〉しや
うせん（略押）

― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』32 号

35 応永 26.10.9 141910009 弥三郎請文 弥三郎（花押） ― 麹室を毀ち除けたことを知
らせる。 『北古』33 号

36 応永 26.10.9 141910009 上野請文 上野（花押） ― 土蔵に麹室なきことを伝え
る。 『北古』34 号

37 応永 26.10.9 141910009 まこ二郎請文 まこ二郎（略押） ― 麹室を毀ち除けたことを知
らせる。 『北古』35 号

38 応永 26.10.9 141910009 武蔵請文 むさし（花押） ― 麹室なきことを伝える。 『北古』36 号

39 応永 26.10.9 141910009 酒屋信種請文
〈さかや〉信種（花押）、
〈ちやう人〉けんハ（花
押）

― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』37 号

40 （応永 26）.10.14 141910014 重善請文 重善（花押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』38 号

41 （応永 26）.10.21 141910021 仙阿請文

〈四てうのはうもんか
らす丸みなミひかしの
つら〉仙阿（花押）、又
太郎（略押）

― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』39 号

42 （応永 26）.10.23 141910023 ふくしやう坊請文 ふくしやう坊（略押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』40 号

43 （応永 26）.10.23 141910023 正林請文 正林（花押） ― 麹室を毀ち除けることを知
らせる。 『北古』41 号

44 応永 26.10.23 141910023 三郎請文
在所せんほんの三郎
（花押）、ちやう人（略
押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』42 号

45 （応永 26）.10.23 141910023 大進請文 大進（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』43 号

46 （応永 26）.10.23 141910023 円蔵請文 円蔵（略押） ― 麹室を毀ち除けることを知
らせる。 『北古』44 号

47 （応永 26）.10.23 141910023 武蔵請文 むさし（花押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』45 号
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48 応永 26.10.24 141910024 越前請文

〈むしやのこうちむろ
まちきたのさか屋〉ゑ
ちせん（花押）、けうゑ
ん（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』46 号

49 応永 26.10.24 141910024 土蔵某請文 在所者武者小路町北頬
土蔵（花押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』47 号

50 応永 26.10.24 141910024 美濃請文 ミの（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』48 号

51 応永 26.10.26 141910026 竹請文 竹（花押）/町人まゝ
（略押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』49 号

52 応永 26.10.26 141910026 大弐請文 大弐（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』50 号

53 応永 26.10.26 141910026 酒屋某請文
てんほうりんきやうこ
くにしのつらのさかや
（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』51 号

54 応永 26.10 141910099 孫三郎請文 〈町人〉孫三郎（花押）、
源四郎（花押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』52 号

55 （応永 26）.11.7 141911007 上総請文 上総（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』53 号

56 （応永 26）.11.15 141911015 卿請文 卿（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』54 号

57 （応永 26）.欠 .4 141999904 全芝請文 全芝（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』55 号

58 （応永 26）.欠 .7 141999907 出口ゑん請文 出口ゑん（略押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』56 号

59 応永 26.欠 .8 141999908 某請文 ［　］郎二郎（花押） ― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』57 号

60 （ 応 永 26）.
欠 .23 141999923 いよ請文 い与（花押） ― 向後麹業を行わないことを

誓う。 『北古』58 号

61 （応永 26） 141999999 左門請文 左門（花押） ― 麹室を毀たれ、向後麹業を
行わないことを誓う。 『北古』59 号

62 （応永 26） 141999999 宗円請文
宗円（花押）/〈ちやう
人〉才二郎（略押）、九
郎五郎（略押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』60 号

63 （応永 26） 141999999 美濃請文

〈いへぬし〉ミの（略押）
/〈ちやう人〉ほんあミ
（略押）、けん五郎（略
押）

― 向後麹業を行わないことを
誓う。 『北古』61 号

64 応永 32.11.10 142511010 酒屋交名（1）― ― 酒屋の交名。 『北古』62 号
65 応永 33.2.16 142602016 酒屋交名（2）― ― 酒屋の交名。 『北古』62 号

66 正長 1.9.18 142809018 室町幕府御教書 沙弥（花押） ― 西京神人の麹業独占を認め
る。 『北古』63 号

67 嘉吉 2.12.27 144212027 室町幕府御教書 〈西塔院〉執行代（花押）
〈北野社神
人〉当所麹
座中

西京神人以外の麹業停止を
命ずる。 『北古』65 号

68 天文 14.8.3 154508003 西塔院執行代折紙 西塔院執行代 北野社神人
当所麹座中

もとの如く西京神人が麹業
を独占することを認める。 『北古』86 号

69 天文 14.8.3 154508003 西塔院執行代折紙写 西塔院執行代（花押影）
〈北野社神
人〉当所麹
座中

もとの如く西京神人が麹業
を独占することを認める。『筑波』140 号

70 天文 14.8.7 154508007 北野宮神人西京諸住等申状（西京諸住）
（幕府奉行
人）

洛中洛外土倉以下の麹業停
止を求める。 「別賦一」10

71 天文 14,8.7 154508007 室町幕府奉行人連署奉書
前丹後守（花押）、沙弥
（花押）

北野宮神人
西京諸住等
中

西京神人の麹業独占を認め
る。 『北古』87 号

72 天文 14.8.7 154508007 室町幕府奉行人連署奉書
晴秀（花押）、宗安（花
押）

〈上下〉酒屋
土倉中

上下京酒屋土倉の麹売買を
禁ず。 『北古』88 号
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73 天文 14.8.7 154508007 室町幕府奉行人連署奉書 晴秀（花押）、宗安 洛外酒屋土
倉中

洛外酒屋土倉の麹売買を禁
ず。 『北古』89 号

74 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書 元運（花押） 上京地下中 上京地下の麹室設置を禁
ず。 『北古』90 号

75 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書 元運（花押） 西京神人住
人中

西京神人の麹業独占を認め
る。 『北古』91 号

76 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書写 元運（花押影） 西京神人住
人中

西京神人の麹業独占を認め
る。 『筑波』141 号

77 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書 元運（花押） 下京地下中 下京地下の麹室設置を禁
ず。 『北古』92 号

78 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書 元運（花押） 洛外地下中 洛外地下の麹室設置を禁
ず。 『北古』93 号

79 天文 14.8.13 154508013 飯尾元運奉書写 元運（花押影）

上 京 地 下
中、〈右同断
ころ〉下京
地下中

洛外地下の麹室設置を禁
ず。 『筑波』142 号

80 天文 14.8.23 154508023 上下京酒屋土倉申状 （上下京酒屋土倉） （幕府奉行
人）

西京神人の麹専売は不法と
訴える。 「別賦一」12

81 天文 14.8.25 154508025 室町幕府奉行人連署奉書
晴秀（花押）、貞広（花
押） 西京麹師中 西京神人の麹業独占を認め

る。 『北古』94 号

82 （天文 14）.9.3 154509003 西塔院執行代折紙 〈西塔院〉執行代（花押）〈西京諸住〉麹座中
西塔院から酒屋土倉へ折紙
を出したことを否定する。 『北古』95 号

83 天文 14.10.1 154510001 山門三院執行代等連署奉書

別当代（花押）、西執行
代（花押）、執行代（花
押）

〈北野神人〉
麹座中

山門のいずこかから折紙が
出されていても承認しない
よう命ず。

『北古』96 号

84 （天文 15）.11.27 154611027 六角定頼書状 定頼（花押） 伊勢守殿

西京東京相論につき、西京
神人の言い分を認め、東京
麹方の言い分を許容しない
よう求める。

『北古』98 号

85 （天文 15）.11.27 154611027 六角定頼書状写 定頼（花押影） 伊勢守殿

西京東京相論につき、西京
神人の言い分を認め、東京
麹方の言い分を許容しない
よう求める。

『筑波』143 号

86 （天文 15）.11.29 154611029 六角定頼書状 定頼（花押） 伊勢守殿

西京東京相論につき、西京
神人以外の競望を禁ずるよ
う伝える。但し足利義輝と
細川晴元の相剋を防ぐた
め、証文以下は細川晴元へ
披露し、しかと納得させる
よう仰ぐ。

『北古』99 号

87 永禄 4.9.2 156109002 室町幕府奉行人連署奉書
丹後守（花押）、散位
（花押）

〈北野宮社
人〉西京諸
住等中

洛中洛外の土倉が麹室を構
えることを禁じ、西京神人
の麹業独占を認める。

『北古』112 号

88 永禄 4.9.2 156109002 室町幕府奉行人連署奉書
藤弘（花押）、頼隆（花
押）

〈上下〉酒屋
土倉中

洛中洛外の土倉が麹室を構
えることを禁じ、西京神人
の麹業独占を認めたことを
知らせる。

『北古』113 号

89 （永禄4ヵ）.9.16 156109016 竹内季治書状案 季治 伊勢守殿
西京神人の麹業独占が認め
られたことを三好・松永へ
伝えることを知らせる。

『北古』114 号

（凡例）1）  出典の正式名称は以下の通り。『北古』＝『北野天満宮史料古文書』、『筑波』＝『史料纂集 北野神
社文書 筑波大学所蔵文書（上）』、「別賦一」＝「別本賦引付一」（『室町幕府引付史料集成』上所収）

　　　   2）山括弧（〈〉）は小書あるいは傍書を示す。 
3）文書名は各刊本の表記に従った。なお「賦引付」に限っては披露された日付を記入している。


